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定期監査の結果に対する改善措置状況について 

 

 

 

　令和７年度定期監査について、北秋田市長から当該監査の結果に基づき、又は当該監査の

結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 199 条第 14 項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。 
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定期監査措置状況等報告 

 

 指摘事項等 措置状況

 １．自動販売機設置に係る徴収金について

 　行政財産の目的外使用については、昨年度の

本監査で使用許可事務や徴収金の適正化等を

指摘したところ、指定管理者制度導入施設にお

ける行政財産の目的外使用について（令和７年

３月 31 日、総合政策課発出内部情報掲示）及

び指定管理者制度の運用等について（令和７年

４月７日、総合政策課長通知）が発出され、更

に教育財産に関しては北秋田市教育財産管理

規則（令和７年教育委員会規則第３号）が新た

に制定されたこと等により、当該事務に関する

是正や改善、徹底などが進みつつあることを確

認した。改めて関係各位の尽力に対して敬意を

表したい。 

しかしながら、自動販売機の設置に関して一部

の指定管理施設（１施設、許可台数 15 台）や

運転管理業務委託施設（１施設、許可台数２台）

において、その電気料金が指定管理者や業務委

託先の直接徴収となっている事例があった。 

①北秋田市指定管理者制度運用に関するガイ

ドライン（平成 24 年４月１日制定。以下「指

定管理ガイドライン」という。）には、「実費に

ついては、市と目的外使用許可を受けた者とが

実費徴収に係る契約を個別に締結し、市が調

定・徴収したうえで、指定管理料に含め支払う

ものとします。（指定管理ガイドライン８

（４））」と明示されており、指定管理施設に設

置している自動販売機に係る電気料金を指定

管理者が直接徴収することはできない。改めて

指定管理ガイドラインや関係法令、規則等を確

認のうえ、適正な事務に改められたい。 

また、②運転管理業務委託施設に係る自動販売

機の電気料金徴収に関しては明確な規定等は無

いものの、設置した自動販売機に係る電気料金

は、自動販売機等の設置にかかる使用料等の算定

基準について（平成 19 年４月１日より適用）第

５条第１号により設置者の負担となっており、更

（生活環境課） 

　ご指摘の件については、今後、自動販売機等

の設置にかかる使用料等の算定基準に従い、事

務処理を行ってまいります。 

 

（医療健康課） 

　ご指摘のとおり、当課が所管する病院施設

（指定管理施設）において、自動販売機に係る

電気料金は、指定管理者による直接徴収となっ

ております。 

　病院施設に設置している自動販売機は、患

者、来院者及び職員の利便性の向上並びに療養

環境の維持を図るためのものであることから、

一般の指定管理施設における目的外使用許可

の取扱いとは異なる整理が必要と認識してお

りました。 

　このため、ご指摘を踏まえ、関係各課と協議

を重ねた結果、北秋田市指定管理者制度運用に

関するガイドライン（以下「指定管理ガイドラ

イン」という。）の改正により対応することと

なり、令和８年３月に８（５）②「病院施設に

おける付帯サービスの取扱い」として、病院施

設において指定管理者が自動販売機その他こ

れらに類するサービス施設を設置するときは、

行政財産の目的外使用許可によらず、協定書等

により必要な事項を定めること、また、光熱水

費その他の経費の負担及び収入の取扱いにつ

いても協定書等において定めることが明確に

規定されることとなっております（施行予定）。 

　今後は、改正後の指定管理ガイドラインの施

行に合わせ、自動販売機に係る光熱水費（電気

料金）の負担の取扱いを含む必要な事項を協定

書等において明確に定めるよう対応するとと

もに、指定管理ガイドライン及び関係法令等に

則り、適正な事務処理に努めます。 
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 に同基準に賦課・徴収に関する条文を追加する等に

より、指定管理施設と統一感をもち、かつ運転管理

業務委託施設を含む施設全般に適用する事務とな

るよう検討されたい。

（財政課） 

「自動販売機等の設置にかかる使用料等の算

定基準」について、電気料金の徴収に関して規

定しておりませんので、指定管理施設等におい

ても適用できるように、規定の見直しを行いま

す。


